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市民の健全な消費生活の実現に向け、取り組むべき課題

や施策の方向性を明らかにし、消費者施策を総合的かつ計

画的に推進するため策定した現行の推進プラン（２０２０

（令和２）年度～２０２４（令和６）年度）が、目標年度を迎

えることから、新たな推進プランを策定しました。 

 

【現状と課題】 

● デジタル化の進展等により、利便性が向上する一方で、

インターネット取引などによる消費者トラブルが多発

している。 

● 消費者トラブルの多様化・複雑化が進み、子どもから

高齢者まで、あらゆる世代が消費者トラブルに巻き込ま

れる恐れがある。 

 

 

○ デジタル技術を使いこなすための知識や能力（デジタ

ルリテラシー）やお金に関する知識や判断力（金融リテ

ラシー）の習得などにより、正しい知識と的確な判断能

力を身に付けることが必要となっている。 

 

＜年代別相談件数（２０２０（令和２）年度～２０２３（令和５）年度＞ 出典：大分市消費者行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜消費生活相談の販売購入形態別割合（年齢層別・２０２３（令和５）年）＞ 出典：消費者白書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．策定趣旨  
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【位置づけ】 

「消費者基本法」などの関連法や「大分県消費者基本計

画」の内容を踏まえ、「大分市消費生活条例」や「大分市

総合計画」との整合性を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】 

２０２５（令和７）年度から２０２９（令和１１）年度の

５年間としています。 
2024（令和 6） 

年度 

2025（令和 7） 

年度 
2026（令和 8） 

年度 
2027（令和 9） 

年度 
2028（令和 10） 

年度 
2029（令和 11） 

年度 

現行プラン 

新たな推進プラン 

 

 
  

 
 
次期計画策定 

 

【基本目標】 

「大分市消費生活条例」の目的と「大分市総合計画」の 

基本計画における目指す姿から推進プランの基本目標を設

定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．位置づけ・計画期間・基本目標  

基本目標 

市民が正しい知識に基づいた消費行動をとり、 

健全な消費生活を送ることができる地域社会の実現 
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３つの基本方針、８つの施策、２０の取組を設定し、消

費者施策に取り組みます。 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標と目標値】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の推進体制】 
 

 

 

 

 

 

 

消費者施策の進捗や今後の取組を「大分市消費生活

懇談会」において協議し、消費者施策を推進します。 

３．施策の体系・指標・推進体制  


